
 

平成 22 年 8月 18 日 

各  位 
                       会 社 名 株式会社コネクトテクノロジーズ 

代表者名 代表取締役会長兼ＣＥＯ 堀口 利美 

                                   （コード：3736 東証マザーズ） 

問合せ先 執行役員ＣＦＯ 

兼経営管理統括本部長 長倉 統己 

                       （ＴＥＬ：03－5332－6110） 

 

     公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ 
 
当社は、当社の会計監査人であります清友監査法人との監査契約の解除について、平成 22 年 8

月 18 日付で合意いたしました。 

また、本日開催の監査役会において、会社法第 346条第 4項及び第 6項の規定に基づき、一時

会計監査人を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、金融商品取引法第 193 条の 2第 1項及び第 2項の監査証明を行う公認会計士等について

も同様であります。 

 

記 

 
１．異動に係る公認会計士等 
① 就任監査法人の名称、所在地及び業務執行社員の氏名 
   名    称   堂島監査法人 
   事務所所在地   大阪市西区江戸堀 1丁目１番 11 号 

   業務執行社員氏名 城 哲哉、山口 裕義 

 

② 退任監査法人の名称、所在地及び業務執行社員の氏名 
   名    称   清友監査法人 

    事務所所在地   京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町 254 ＷＥＳＴ18 

   業務執行社員氏名 田口 邦宏、佐藤 紀彦 

 

２．異動年月日 
  平成 22年 8月 18日 
 
 



 
３．退任する公認会計士等の直近における就任年月日 
  平成 20年 11月 27日 
 
４．退任する公認会計士等が直近 3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 

平成 22年 8月期第３四半期の四半期報告書にかかるレビュー報告書において、除外事項
を付した限定付意見が付されております。内容は以下の通りであります。 

 
記 

 
「追加情報」に記載されているとおり、会社の社内調査にて、過去（平成 17 年８月期及

び平成 18 年８月期）の決算における投資有価証券の評価及び売上高の計上方法に関して修

正を要する可能性が生じた。会社としては、事実関係の詳細及び業績に与える影響の有無を

関係者へのヒアリングを含め調査を継続し、その結果に対する第三者の判断を得るため、社

外の弁護士及び公認会計士を含めた調査委員会を設置することとした。現在、事実関係の詳

細を調査中であるが、社内調査においては、平成 22 年８月期の業績に及ぼす影響は軽微で

あるものと判断している。当四半期レビュー報告書日現在において、当監査法人は調査委員

会の調査報告書の提出を受けていない。このため調査報告書について今後実施される監査手

続の結果が、過年度の連結財務諸表に及ぼす影響を確定することができなかった。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、上記事項

の四半期連結財務諸表に与える影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四

半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社コネクトテクノロジーズ及び連結子会社

の平成 22 年５月 31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び

第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの

状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

 
５．異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

当社では、平成 22 年７月下旬より過去（平成 17 年 8 月期及び平成 18 年 8 月期）の決算

における投資有価証券の評価および売上高の計上方法に関して調査委員会の調査を実施し

ており、その結果如何では訂正報告書の提出が必要となることから、当該訂正報告書の監査

を清友監査法人に打診しましたところ、同法人より平成 17 年 8月期及び平成 18年 8 月期の

決算は他の監査法人によって監査が行われていたことから、監査にはある程度の期間が必要

であるとの回答を得ました。 

当社において当該回答を踏まえて慎重に検討した結果、堂島監査法人に当該訂正報告書の

監査を委託することと致しました。 

また当社では、経営体制の刷新及びこれに伴う内部管理体制のより一層の充実を図るべく、

平成 22 年 7月 27 日開催の臨時株主総会において役員を刷新し、平成 22 年 8 月 10 日開催の



取締役会において新たな代表取締役を選任しております。 

これらの状況及び堂島監査法人の意向も踏まえ慎重に検討した結果、今後の会計監査も堂

島監査法人に委託することにより、訂正報告書の監査と平成 22 年 8 月期以降の監査の一元

化を図ることが望ましいと考え、かかる旨を清友監査法人に申し入れた結果、清友監査法人

との監査契約の合意解除に至ったものであります。 

退任にあたり清友監査法人からは、十分な引継ぎがなされる旨の確約をいただいておりま

す。 

当該合意解除を受け、当社監査役会は、堂島監査法人を一時会計監査人に選任することを

決議いたしました。 

なお、堂島監査法人から当社の一時会計監査人への就任を承諾する旨の通知を受けており

ます。 

 

６．５の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見 

  該当事項はありません。 

 

７．退任する公認会計士等が６の意見を表明しない理由及び当社が退任する公認会計士等に対し、

意見の表明を求めるために講じた措置の内容。 

 該当事項はありません。 

 

以 上 

 


